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松江市・東出雲町 
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日 時：平成２２年２月２３日（火）午前９時３０分 
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議案（３０） 
 
町・字の区域及び名称の取扱いについて下記のとおり提案する。 

 
 
平成２２年２月１０日提出 

         
              松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

 町・字の区域及び名称の取扱いについて（継続協議） 

 

 合併後の市の町の区域および名称は、松江市においては現行のとおりとし、東出雲

町においては、東出雲町という町の区域を設定する。 

 東出雲町の大字名については、現行の大字名から「大字」を削除し、区域は現行の

とおりとする。 
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議案（３１） 
 
 地方税の取扱いについて、下記のとおり提案する。 
 
 
平成２２年２月１０日提出 

         
松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 

 

 地方税の取扱いについて（継続協議） 

 
両市町で差異のない税率は、現行のとおりとし、差異のある税率については、次の

とおり取扱うものとする。 
 
（１）法人市町村民税は、松江市の例により調整する。ただし、合併年度及びそれに
続く５年度を限度として、合併時点の市町村の合併の特例に関する法律で認められ
た範囲内の最大期間において不均一課税とする。 

 
（２）軽自動車税は、松江市の例により調整する。ただし、合併年度及びそれに続く
５年度を限度として、合併時点の市町村の合併の特例に関する法律で認められた範
囲内の最大期間において不均一課税とする。 

 
（３）都市計画税は、松江市の例により調整する。ただし、東出雲町の市街化区域に
おける都市計画税については、合併年度及びそれに続く５年度を限度として、合併
時点の市町村の合併の特例に関する法律で認められた範囲内の最大期間において
課税しないこととする。 
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議案（３２） 
 
 地域協議会の設置について、下記のとおり提案する。 
 
 
平成２２年２月１０日提出 
         
             松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

 地域協議会の設置について（継続協議） 

 
行政区域の拡大に伴い、地域住民の声を施策に反映させ合併後の市全体の一体的振

興を図るとともに、地域の特性を活かしたまちづくりを推進するため、合併時点の市
町村の合併の特例に関する法律に規定する地域審議会の機能を包含した地域協議会を
地方自治法第１３８条の４第３項の規定による附属機関として、現在の東出雲町の区
域に設置する。 
 
（１）名称、所掌事務、組織、委員の任期、選任方法及び議事運営等は、松江市地域

協議会設置条例及び松江市地域協議会運営規則の定めによる。 
 
（２）設置期間は、松江市地域協議会設置条例の趣旨を踏まえ、合併後概ね１０年間

とする。 
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議案（３３） 
 
慣行の取扱いについて、下記のとおり提案する。 

 
 
平成２２年２月１０日提出 

         
              松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

 慣行の取扱いについて（継続協議） 

  
慣行の取扱いについては、松江市の例により統一する方向で調整する。 

 ただし、東出雲町の柿等、地域の文化や産業の特性上、継承の必要があるものは、
合併後に検討する。 
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議案（３４） 
 
 水道事業の取扱いについて、下記のとおり提案する。 
 
 
平成２２年２月１０日提出 

 
              松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松 浦 正 敬 
 

 水道事業の取扱いについて（継続協議） 

 
上水道事業及び簡易水道事業の取扱いについては、次のとおり調整する。 

 
（１）東出雲町の上水道事業及び簡易水道事業については、合併時にそれぞれ松江市
に統合する方向で調整する。 
なお、合併後の市において安全な水の安定供給を図るため、水需要予測に対応し

た上水道事業計画及び簡易水道事業計画を策定し、効率的な事業経営を図り適正な
料金を設定する。 

 
（２）それぞれの事業の水道料金及び料金体系については、合併時は現行のとおりと
し、合併後３年目を目途に、事業ごとに統一する方向で調整する。 

 
（３）それぞれの事業の加入分担金については、合併時は現行のとおりとし、合併後
に、事業ごとに統一する方向で調整する。 
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議案（３５） 
 
 公共下水道事業等の取扱いについて、下記のとおり提案する。 
 
 
平成２２年２月１０日提出 

 
                 松江市・東出雲町合併任意協議会会長 松浦正敬 
 

公共下水道事業等の取扱いについて（継続協議） 

 
公共下水道事業、農業集落排水事業及び市町村設置型合併処理浄化槽事業の取扱い

については、次のとおり調整する。 
 
（１）使用料については、合併時は現行のとおりとし、合併後５年目を目途に段階的

に統一する方向で調整する。 
なお、料金の統一にあたっては、排水需要予測に対応した公共下水道等事業計

画を策定し、産業活動への影響を考慮するとともに、効率的な事業経営を図り適
正な料金を設定する。 

 
（２）受益者負担金・分担金については、次のとおり調整する。 
 ① 公共下水道事業については、現行のとおりとする。 
② 農業集落排水事業については、現行のとおりとする。ただし、整備事業完了地
区において、新たに接続するものについては、合併後５年目を目途に統一する方
向で調整する。 

③ 市町村設置型合併処理浄化槽事業については、合併時は現行のとおりとし、合
併後５年目を目途に統一する方向で調整する。 
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